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	ができました！
	条例の目的
	　障がい者コミュニケーション条例は、 「障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進」を 手話言語条例は、「手話が言語であるという認識の普及」を 進めていくことで、障がい者をはじめ全ての人が安心して 安全に暮らすことができる地域社会の実現をめざします。
	私たちはどうすればいいの？
	まずは、その人の取りたい コミュニケーション手段を 確認し、できる方法を一緒に考えていきましょう！　
	このパネルは、北海道教育大学函館校4年 山本歩実が作成しました。
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